
潜水者，レクリエーショナルダイバーを対象としている
ガイドやインストラクターダイバーとし，記録時計を用い
て実測された潜水プロフィールから最大潜水深度を調
べた。また，レクリエーショナルダイバーを対象とした
アンケート調査（聞き取り）による過去の最大深度を調
べた。調査期間は1996年～2013年である。
【結果と考察】

漁業潜水者の潜水回数は，延べ782回で30mを超
える潜水が258回（33％），そのうち40mを超える潜水
が34回（4.3％）。作業潜水者の港湾作業は17回すべ
てが20m以下。構築物の保守・点検の作業潜水は15
回すべてが35m以上，40mを超える潜水は11回（73.3
％）。インストラクターやガイドダイバーは300回中，
30mを超える潜水が23回（7.6％），40mを超える潜水が
7回（2.3％）であった。また，インストラクターやガイド
ダイバーを対象とした1,248件のアンケー調査では，過
去の最大深度で30mを超える件数が1,184件（94.9
％），40mを超える件数が773件（62％）であった（表）。

作業潜水の全てが網羅されてはいないが，一つの
現状を調べることが出来たと考えられ，改正後は業務
マニュアルに準じた潜水作業を実施する対策が講じら
れている。しかし，漁業およびインストラクターやガイ
ドダイバーでは40mを超える潜水の割合が2～4％であ
り，また，アンケート調査により62％が過去に経験し
た最大深度が40mを超えていた。改正を機会に潜水
指導団体などへの指導の必要がある。
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【目的】
高気圧作業安全衛生規則（以下，高圧則）が平成

27年4月に一部改正・施行された1，2）。
改正内容は，空気を用いた深度の上限，混合ガス

を用いることの推奨，減圧中の酸素吸入の利用などで
ある。改正は主に減圧表に関するもので，旧減圧表
の別表1，2，3は廃止となった。減圧表は，ビュールマ
ン（Bühlmann）ZH-L16モデル（1990年）の減圧理論
に基づいた窒素の半飽和時間5分から635分まで，ヘ
リウムは1.887分から239.623分までの16の組織に分
類して，計算式（式）1，2）により減圧表を作成して使用
することとなった。

呼吸ガス分圧の制限（高圧則第15条）1）により酸素
18キロパスカル（kPa）以上160キロパスカル以下（PO2 

0.18～1.6），窒素400キロパスカル（PN2 4.0，深度
40m）以下とされた。また，酸素の場合は減圧時に安
全が確保できるのであればPO2 0.18～2.2とされ，減
圧時に深度12mより純酸素吸入による減圧が可能と
なった。窒素においては，吸入ガスが空気の場合は
可能な最大深度が40m以下となり，40mを超える空気
潜水は禁止となったが，深度30～40mの範囲の潜水
でも空気を用いないでナイトロックス（酸素32%，残り
窒素）を用いた潜水が望ましいとされている2）。
【調査方法】

対象潜水者は，漁業潜水者，港湾作業などの作業

表　業務別潜水深度の割合（％）
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